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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ に 、 学 習 用 付 箋 に 示 さ れ て い る 情 報 を 読 み 取 ら せ る コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ  
ム で あ っ て 、
　 前 記 学 習 用 付 箋 は 、
　 被 貼 付 体 に 貼 付 さ れ て い る 状 態 に お い て 視 認 可 能 な 表 示 領 域 を 複 数 有 す る 付 箋 紙 を 備 え  
、
　 前 記 表 示 領 域 の そ れ ぞ れ に は 、 学 習 後 の 復 習 の タ イ ミ ン グ と し て 異 な る タ イ ミ ン グ を 示  
す タ イ ミ ン グ 情 報 が 示 さ れ て お り 、
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ を 、
　 前 記 表 示 領 域 に 示 さ れ て い る タ イ ミ ン グ 情 報 の 入 力 を 受 け 付 け る 受 付 部 、
　 及 び 、 受 け 付 け た 前 記 タ イ ミ ン グ 情 報 を 表 示 す る 表 示 部
　 と し て 機 能 さ せ る た め の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ は 撮 像 装 置 を 備 え て お り 、
　 前 記 受 付 部 は 、 前 記 撮 像 装 置 を 用 い て 前 記 表 示 領 域 に 示 さ れ て い る タ イ ミ ン グ 情 報 を 読  
み 取 る こ と に よ り 前 記 入 力 を 受 け 付 け る 、
　 請 求 項 １ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ を 、
　 前 記 受 け 付 け た 前 記 タ イ ミ ン グ 情 報 を 外 部 の 装 置 に 対 し て 送 信 す る 送 信 部
　 と し て さ ら に 機 能 さ せ る 、
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
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　 前 記 受 付 部 は 、 前 記 被 貼 付 体 に 示 さ れ て い る 被 貼 付 体 情 報 の 入 力 を さ ら に 受 け 付 け 、
　 前 記 表 示 部 は 、 受 け 付 け た 前 記 被 貼 付 体 情 報 を 前 記 タ イ ミ ン グ 情 報 と 紐 付 け て 表 示 す る  
、
　 請 求 項 １ 乃 至 ３ の 何 れ か に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 受 付 部 は 、 前 記 タ イ ミ ン グ 情 報 の 入 力 を 繰 り 返 し 受 け 付 け 、
　 前 記 コ ン ピ ュ ー タ を 、
　 受 け 付 け た 複 数 の 前 記 タ イ ミ ン グ 情 報 に 基 づ い て 、 復 習 の 進 行 状 況 を 認 識 す る 認 識 部
　 と し て さ ら に 機 能 さ せ る 、
　 請 求 項 １ 乃 至 ３ の 何 れ か に 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
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